
京都市交通局に対する業務監査の実施結果 
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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所     見 回   答 

１．地震などの大規模災害時

における旅客の避難誘

導・帰宅困難者対応に関す

る事項 
（１）地震などの大規模災害

時における対応体制・訓

練等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

・ 京都市交では、異常気象などの大

規模災害等が発生する恐れがある場

合または地震等大規模な災害が発生

した場合に備え、災害対策本部の設

置や職員の非常参集、対策本部内で

の各者の役割分担を定めた「高速鉄

道災害対策要綱」を策定している。 

 

・ 各災害毎に運転指令長、乗務員、

駅長が処置すべき事項や各者間の連

携等を定めた基準がそれぞれ設けら

れているほか、駅構内等における事

故、災害等が発生した際に、現場の

駅係員が処置すべき事項及び連絡系

統を定めた「駅構内災害事故処置要

領」が策定されている。 

 

・ 非常時の体制については、災害の

規模、被害の状況によって異なるが、

あらかじめ京都市交で決められた人

 
 
 
 
・ 近年、東南海・南海地震等

を想定した防災意識が高まっ

ている中、鉄道事業者に求め

られている役割は重要であ

る。既に対策がとられている

ものについては、今後とも実

効性を持つよう教育・訓練等

を通じて現場に浸透させてい

くことが重要であり、利用者

の安全確保の観点から、常日

頃から万全な態勢を整えてお

く必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

・ 大規模災害に対し

て，お客様の安全確保を

最優先とした実効性の

ある態勢を確保すべく，

今後も，教育・訓練を継

続的に実施してまいり

ます。 
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員が参集することとしており、京都

市全域での災害の恐れがある時又は

発生した際並びに震度６弱以上の地

震が発生した際には、全職員が参集

することとなっている。 

 

・ 駅における旅客の避難誘導につい

ては、各駅に備え付けている「駅構

内災害事故処置要領」に基づき、旅

客を可能な限り避難地方面の出口か

ら地上へ避難誘導することとしてい

る。 

 

・ 特に駅構内への浸水の対策として、

有事の際に最も安全な地上出口に誘

導することが可能な避難経路図を全

駅の地下ホーム等に掲示している。 

 

・ 外国人観光客に対する避難誘導等

を可能とするため、今年度中に４０

カ国以上の言語を翻訳することがで

きるタブレット端末を全駅に配備す

ることが決定している。 

 

・ 避難場所への案内図は、災害発生

時、避難する旅客にコピーが配布さ

れることとなるが、旅客が即座に認

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・大規模な地震は、何時発生す

るか不明で、万一発生の際は、

案内図の各駅への掲示を行う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 大規模災害が発生し

た際には，お客様を迅速

かつ円滑に避難場所へ
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（２）帰宅困難者対応につい

て 
 

識できる箇所への掲示が行われてい

なかった。 

 

 

 

 

 

・ 大規模災害等に備えた訓練につい

ては、トンネル内に停車した列車か

らの避難誘導訓練等交通局独自に行

っているほか、消防局と合同で行う

訓練、市の災害対策本部運用訓練に

伴う初動措置、緊急連絡に関する訓

練等、年間を通し数多くの訓練を実

施している。 

 

 

・ 京都市交における帰宅困難者対策

として、京都駅において、駅務室前

の自由通路を緊急避難広場に移動す

るまでの間の一時的な滞留場所とし

て使用することとしているが、その

他の駅では、旅客を地下空間で滞在

させることのリスクを勘案し、一時

的な滞留場所は確保されていない。 

 

 

ことで、駅構内の旅客の混乱

を防止し、円滑な避難が実施

されることとなり、駅係員の

旅客対応の負担軽減も想定さ

れることから、今後改善が望

まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 帰宅困難者対策については、

平成２４年９月に、内閣府及

び東京都が共催し、総務省、

国土交通省、首都圏の地方自

治体や放送・通信・輸送等関

連事業者が参加する「首都直

下地震帰宅困難者等対策協議

会」において最終報告がとり

まとめられ、これを踏まえ、

鉄道局からは、鉄道事業者自

誘導できるよう，改札口

に設置している案内ボ

ードに避難場所への案

内図を掲示し，お客様へ

の周知を図ってまいり

ます。 
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・ 飲料水等の備蓄物資については、

現在、全駅に設置されている自動販

売機計２００台が災害対応の仕様と

なっており、市域内で大規模災害が

発生し、ライフラインが著しく崩壊

した場合、駅構内に設置している自

動販売機の飲料水を無償で提供する

取組が平成２０年度から行われてい

ら取り組むことが可能な事項

については、引き続き積極

的・計画的に行うよう要請し

ているところである。 
 
・ 大規模災害時においては、

大量の帰宅困難者の発生が想

定されるところ、鉄道事業者

単独での対策には限界がある

ことから、地方自治体、民間

事業者等、多様な関係者が連

携し、官民の適切な役割分担

の下、対策を進めることが重

要であり、鉄道事業者におい

てもその役割の下、自ら取り

組むことがかのうなものにつ

いては積極的に実施していく

必要がある。 
 
・ こうした取組は大いに評価

でき、今後、さらなる帰宅困

難者対策の進展が期待され

る。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

・ 帰宅困難者対策につ

いては，引き続き，現

在参加している協議

会等に積極的に参加

し，関係機関と十分に

連携を図ってまいり

ます。また，交通局と

して自ら取り組むこ

とが可能なものにつ

いても積極的に実施

してまいります。 
 
 

 

・ 引き続き，全駅に災

害対応型自動販売機を

設置するとともに，今

後，増設する自動販売機

についても，災害対応型

を導入し，大規模災害時

における飲料水の確保

に努めてまいります。 
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る。 

 

・ 今後は、駅中に展開しているスー

パーマーケット等店舗に対しても、

物資の提供等に関して協力すること

が可能か否かについて、現在関係者

と協議を進めているほか、来年度中

に行う京都駅の改良工事で、市の備

蓄品を保管できる備蓄倉庫のスペー

スを提供することが決定している。 

 

 

・ 市の関係各部局及び消防、周辺企

業、大規模施設所有者、京都駅に乗

り入れている鉄道事業者と連携して

京都駅周辺地域における都市再生特

別措置法に基づく法定協議会のメン

バーに交通事業者として参画し、都

市再生安全確保計画の策定に協力し

ており、計画の中での各関係者の適

切な役割分担の下、交通事業者が実

施すべき役割を担うこととしてい

る。 

 

・ 帰宅困難者の対応訓練には、観光

客等や地域のコミュニティと連携し

た市の総合防災訓練、京都駅に乗り
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入れる各鉄道事業者と市の防災部局

等と連携した駅での大規模災害に備

えた合同訓練、その結果を踏まえて

京都駅や駅周辺に滞留している観光

客等の来訪者を安全に誘導するプロ

セスの検証を行う図上訓練等、数多

くの訓練に参加している。 

 

 
 
 
 
 
 
 


